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本公募は令和８年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、

予算成立後に効力を生じるものです。県議会において当初予算案が否決された場合は、契

約を締結しないことがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

令和８年度沖縄県宿泊需給最適化検討事業 

企画提案公募要領 

 

 

 

 

 

 

１．委託業務の内容 

(1) 委託業務名 ： 令和８年度沖縄県宿泊需給最適化検討事業 

(2) 委 託 期 間 ： 契約の日から令和９年３月 31日まで 

(3) 委 託 内 容 ： 別添「企画提案仕様書」のとおり 

 

２．応募資格 

 次に掲げる要件を全て満たす者であること 

(1) 沖縄県内に事務所又は事業所を有すること。また、事業コンソーシアムで提案を行う

場合には、県内に事務所または事業所を有する事業者が必ず１社以上参加しているこ

と。 

(2) 今回の委託事業に関する知識、経験等、事業を遂行する能力を有し、本事業の実施に当

たり、正副２名以上の担当者を割り当て、十分な事業遂行体制が取れること。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定（一般競争入

札に参加させないことができる事由など）に該当しない法人又はコンソーシアムである

こと。コンソーシアムの場合は、構成メンバーの全てが前述の規定に該当しないこと。 

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）抜粋 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第 167条の４第１項 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一

般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）

第三十二条第一項各号に掲げる者 

 

(4) 沖縄県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。コンソーシア

ムの場合は、構成員全員がこの要件を満たすこと。 

(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、又は暴力団もしくは暴力団員の統制の

下にある団体ではないこと。コンソーシアムの場合は、構成員全員がこの要件を満たす

こと。 

(6) 応募者（コンソーシアムの場合は、１つのコンソーシアム）につき、提案は１件である

こと。コンソーシアムの場合は、コンソーシアムを代表する者が応募すること。 

(7) コンソーシアムの構成員が、他のコンソーシアムの構成員となって応募する、単体と

して応募するなど、重複して参加することはできない。 
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３．応募の手続き等 

(1) 応募に係る質問 

  ① 受付期間 公募開始日～令和８年３月 27日（金）12時必着 

  ② 質問方法 質問書様式により電子メールで提出すること。 

（メール：aa081100@pref.okinawa.lg.jp） 

E メールの件名を「令和８年度沖縄県宿泊需給最適化検討事業公募に関す

る質問書（会社名）」とすること。メール送信後は、念のため、受信確認の

ための電話連絡を行うこと（電話:098-866-2763）。 

  ③ 回  答 質問及び回答の内容は、令和８年４月３日（金）17時までに沖縄県ホーム

ページの本事業企画提案公募のページに掲載する。なお、審査に関する問

合せには応じないこととする。 

(2) 提出書類等の受付期間 

① 提出期限 公募開始日～令和８年４月 13日（月）15時必着 

 ② 提出場所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

沖縄県庁８階 文化観光スポーツ部 観光政策課 観光文化企画班 

③ 提出方法 持参又は郵送 

④ 部  数 ８部（１部は原本、残り７部は原本のコピーを提出すること。） 

 

４．提出書類等 

(1) 応募申請書（様式１） 

(2) 企画提案書（様式２） 

(3) 会社概要表（様式３） 

(4) 積算見積書（様式４） 

(提案額の積算にあたっては、様式４別紙の留意事項を確認すること。) 

(5) 事業計画（実施体制を含む）（様式５） 

(6) 実績書（様式６） 

(7) 誓約書（様式７） 

(8) 定款又は寄附行為（法人格を有しない場合は、運営規約に相当するもの） 

(9) 直近３事業年度の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等）又はこれに類する書類 

(10) 法人の場合は、直近３年間の法人事業税及び法人県民税について滞納がないことを証

明する書類。個人事業主の場合は、直近３年間の個人事業税について滞納がないこと

を証明する書類。 

(11) その他提案に関する資料（プレゼンテーション資料） 

 (12) 下記の認証制度の認証状又は承認書（写し）※該当ある場合に提出 

    ・沖縄県所得向上応援企業認証制度 

    ・沖縄県人材育成企業認証制度 

    ・沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業認証制度 

    ・経営革新計画 
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５．受託事業者の選定 

(1) 審査方法 

① はじめに観光政策課において応募資格審査を行う（第一次審査）。 

応募者が４社以上の場合は、沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課において書面審査

を行ったうえで、上位３社を選定する。 

選定された事業者に対しては、結果及び第二次審査の実施日時等を、選定されなかっ

た事業者に対しては、結果のみを、電子メール及び書面で通知する。 

② 応募資格審査で選定された事業者の提案内容について、選定委員会において総合的に

審査を行う（第二次審査：プレゼンテーション）。 

最も優れた企画提案を行った者を委託予定事業者として選定する。 

③ プレゼンテーションの時間枠については応募者数に応じて決定するため、一次審査結

果通知と併せて通知するものとする。 

④ 応募者数や提案内容によっては、第二次審査としてプレゼンテーションを実施せず、

書面審査とする場合がある。書面審査とする場合は別途通知する。 

⑤ 選定委員会は非公開で行い、審査経過及び審査結果に関する問い合わせには応じない。 

⑥ 委託予定事業者が辞退した場合、または県との委託に関する協議が整わなかった場合

は、次順位の申請者を委託候補事業者とする。 

(2) 審査基準 

① 事業の趣旨・目的に沿った提案であるか。 

② 業務の遂行に有効な、具体的で実現性が高く優れた手法、実施スケジュールが提案さ

れているか。 

③ 業務を遂行できる能力・体制を有しているか。 

④ 業務の遂行に資する実績があるか。 

⑤ 費用積算は、経済的かつ合理的な積算となっているか。 

※上記①～⑤に加え、以下の認証を受けている場合、審査上の加点項目とする。 

（加点対象の認証状、承認書（写し）を提出すること。） 

・沖縄県所得向上応援企業認証制度 

・沖縄県人材育成企業認証制度 

・沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業認証制度 

・経営革新計画 

(3) 企画提案内容審査（プレゼンテーション審査）日程 

① 日時：令和８年４月 24日（金）※予定であり、詳細は追って連絡 

② 場所：沖縄県庁内会議室 ※予定であり、詳細は追って連絡 

③ 提出資料に基づき説明すること。 

④ 会場への入場者は３名以内とする。 

(4) 結果の通知 

審査結果は県より電子メールで通知し、追って書面にて通知する。 
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６．その他 

(1) 書類提出にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2) 当該提案に関する経費（企画提案書の作成や提出にかかる経費等）は提案者の負担と

し、提出物は返却しない。 

(3) 提出された提案書、審査内容、審査経過については公表しない。 

(4) 委託予定事業者の選定にあたっては、実績及び提案された内容を総合評価し決定する。

このため、当該委託業務を実施するにあたっては県と協議して進めていくものとし、

提案された内容を全て実施することを保証するものではない。 

(5) 契約手続きに関する費用は、事業者負担とする。 

(6) 契約締結の際は、契約保証金として契約額の 100分の 10以上の額を契約締結前に納付

しなければならない。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第２項の各号のいずれかに該

当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

(7) 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

① 提出期限を過ぎて、提出書類が提出された場合 

② 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

③ 本要領に違反すると認められる場合 

④ 審査の公平性に影響を与える不正行為があった場合 

⑤ その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合 

 

７．問い合わせ先 

沖縄県文化観光スポーツ部 観光政策課 観光文化企画班 

「令和８年度沖縄県宿泊需給最適化検討事業」担当 

〒900-8570 那覇市泉崎１丁目２番２号（県庁８階） 

電話：098-866-2763  FAX：098-866-2767 

Email：aa081100@pref.okinawa.lg.jp 


